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第7章 第 5 章及び第 6 章の意見についての事業者の見解 

環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者

の見解 

第 5章に示したとおり、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見は 0件であった。 

 

知事の意見と事業者の見解 
第 6章に示す知事の意見と､これに対する事業者の見解は、表 7.2-1 に示すとおりである。 

 

表 7.2-1(1) 知事の意見と事業者の見解 

項目 知事意見 事業者見解 

１ 

事
業
計
画 

（
１
） 

国の排出削減目標（NDC）や、県、越谷市の

地球温暖化対策実行計画等との整合が図られ

るよう、様々な先進事例や今後の革新的な技

術開発状況を参考にし、焼却施設から発生す

る温室効果ガスの削減を最大限考慮した事業

計画を検討すること。 

本施設においては、既存施設と同様にごみ焼却

による発電及び熱利用をすることにより、施設

稼働に伴い発生する温室効果ガスの排出を最大

限削減するように努めていきたいと考えており

ます。また、組合構成市町とも協議し、今後、

プラスチックごみの分別などをすることによ

り、焼却による温室効果ガスの発生抑制にも努

めていきます。 

その他に、先進事例や今後の革新的な技術開発

状況を把握し、事業計画に反映できるかを検討

しながら事業を進めて参ります。 

（
２
） 

更新する設備や機器については、計画地内及

びその周辺地域の環境保全に配慮し、可能な

限り先進的な技術の導入を検討し、環境負荷

の低減に努めること。 

本事業においては、「第 10 章 環境保全のた

めの措置」（p10-1 参照）に示す環境保全のた

めの措置を実施することで、周辺環境への影響

を低減させていきます。また、先進的な技術な

どの導入についても検討し、環境負荷の低減に

努めて参ります。 

（
３
） 

公害防止に関する計画で定める環境保全管理

値については、新設の場合に適用される各法

令の基準値を基に設定すること。 

本施設については、新設の基準が適用され、周

辺環境に配慮するために、法令基準値と同等又

はより厳しい自主基準値を環境保全管理値と

し、施設の運営を進めて参ります。 

（
４
） 

計画地周辺には、福祉施設や公共施設がある

ことから、搬入された廃棄物（可燃ごみ）か

ら発生する臭気に対して、十分な対策を行う

こと。 

また、休炉時における十分な脱臭対策を検討

し、周辺に影響を与えることがないよう努め

ること。 

悪臭対策については、「第 10 章 環境保全の

ための措置」（p10-1 参照）に示す環境保全の

ための措置を実施いたします。また、休炉時に

おいては脱臭装置を稼働させることやごみピッ

ト内を負圧に保ち、臭気が周辺に影響が及ばな

いようにするなどの対策を講じます。 

その他に、本施設稼働後は、毎年モニタリング

を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて更な

る悪臭対策の実施を検討いたします。 
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表 7.2-1(2) 知事の意見と事業者の見解 

項目 知事意見 事業者見解 

１ 

事
業
計
画 

（
５
） 

排水設備について、近年の気象災害事例を踏

まえ、関係機関と協議し、更新時における必

要な対策を検討すること。 

排水設備については、関係機関と協議し、必要な

対策の検討を進めて参ります。 

（
６
） 

隣接施設等への熱供給のみならず、地域の災

害時のレジリエンスの強化等に資するよう、

更なる耐震対策や浸水対策を検討すること。 

震災対策については、既存施設は耐震基準Ⅲ類

相当（震度 6強相当）を有しておりますが、頻

発・激甚化する震災に対して、人命の安全や十

分な機能確保が求められることから、新施設は

現況より強い施設としてⅡ類相当まで引き上げ

ることを検討しております。また、浸水対策に

ついては、利根川の氾濫を想定した検討を行

い、建物出入口に高さ 1.5m の止水板をすでに

設ける等の対策も講じています。災害対策につ

いては、今後、関係機関と協議し、必要な対策

の検討を進めて参ります。 

なお、本施設は、熱供給の他に電力供給も行っ

ており、地域の災害時においては、本施設周辺

に位置する避難所へ熱・電力の供給等を行い、

地域のレジリエンス強化を図っていきます。 

（
７
） 

焼却灰等の施設の稼働に伴う廃棄物につい

て、更なる再資源化に努めること。 

焼却灰について、家庭系および事業系の可燃ご

みの発生抑制を市町と連携して推進すること

や、焼却灰をセメント材として再利用すること

をさらに推進させるなどの対策の検討を行って

参ります。 

（
８
） 

計画地周辺には複数の専用水道（深井戸）が

あることから、計画地の一部において地盤改

良工事を実施する際は、井水利用に影響が生

じないよう十分に配慮すること。 

計画地周辺の深井戸の状況を調査し、対策が必

要な場合には、工事前に調査等を行い、地下水

位などの把握をするとともに、改良の深度方向

を考慮し、地下水の流れを遮断しないように配

慮します。 

また、地盤改良にセメント系の固化材を使用す

る場合は、「セメント及びセメント系固化材を

使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領

（案）」（国土交通省通達）に基づき、事前に

六価クロムの溶出試験を実施し、土壌や地下水

の汚染が生じるおそれがないことを確認しま

す。 
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表 7.2-1(3) 知事の意見と事業者の見解 

項目 知事意見 事業者見解 

２ 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
に
つ
い
て 

（
１
）
全
般
的
事
項 

第一工場ごみ処理施設建設時に環境影響評価

が実施されていることから、既存資料調査時

に当該環境影響評価書やその他関連資料を参

考にした上で、調査、予測及び評価を実施す

ること。 

既存施設の建設時の環境影響評価については、

平成 2年 3 月に発行された資料があります。当

該資料を確認したうえで、調査、予測及び評価

を行いました。 

（
２
）
悪
臭 

計画地内に堆肥化施設があることから、当該

施設から生じる臭気を考慮する必要がある。 

計画地内での過去の測定結果等を踏まえ、そ

の予測及び評価結果の精度の向上を図るこ

と。 

過去の悪臭調査は、堆肥化工場からの影響を踏

まえたものもあり、その結果を用いて、予測・

評価を行いました。 

予測・評価の結果については、「第 9 章 調査

の結果の概要並びに予測及び評価の結果 9.4

悪臭」（p9.4-1 参照）に示すとおりとなりま

す。 

（
３
）
動
物 

ア 

保全すべき動物種について、国内移入種が含

まれている可能性があることから、再度確認

を行い、環境影響評価図書の精度の向上を図

ること。 

調査で確認された種について、国内移入種が含

まれていないか確認したうえで、結果を整理致

しました。調査結果は、「第 9 章 調査の結果

の概要並びに予測及び評価の結果 9.7 動物」

（p9.7-1 参照）に示すとおりとなります。 

イ 

人工構造物に猛禽類が営巣する事例があるこ

とから、猛禽類の調査にあたり、外部から視

認しにくい施設内部での営巣が疑われる場合

には、施設職員協議し必要な調査を行うこ

と。 

猛禽類について、１営巣期の調査を実施し、その

結果、施設内にハヤブサの営巣を確認致しまし

た。なお、今回の調査結果においては、外部から

視認できる箇所となっておりました。 

ウ 

猛禽類の調査については、１営巣期の調査結

果を踏まえ、追加調査の必要性を検討し、そ

の検討結果を明示すること。また、採餌環境

の変化についても検討するため、猛禽類の餌

となる鳥類を対象とした調査を実施するこ

と。 

猛禽類について、１営巣期の調査を実施し、そ

の結果、施設内においてハヤブサの営巣と繁殖

活動を確認致しました。本調査において、ハヤ

ブサの営巣地や繁殖活動が確認できたため、追

加調査の必要性はないものと考えております。

なお、猛禽類調査については、工事中に適切な

環境保全措置を行うため、工事着工まで継続的

に調査を実施し、状況を把握する予定です。 

また、一般鳥類については、猛禽類調査の際に

確認できた種を記録し、採餌環境の変化につい

て、予測を行いました。予測結果については、

「第 9 章 調査の結果の概要並びに予測及び評

価の結果 9.7 動物」（p9.7-1 参照）に示すと

おりとなります。 
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表 7.2-1(4) 知事の意見と事業者の見解 

項目 知事意見 事業者見解 

２ 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
に
つ
い
て 

（
４
）
廃
棄
物
等 

プラント設備更新（本事業の実施）に伴い、

既存設備が廃棄物として相当量発生すること

から、工事中の廃棄物等について予測及び評

価を行うこと。 

工事中の廃棄物について、項目を追加し、その

結果については「第 9章 調査の結果の概要並

びに予測及び評価の結果 9.8 廃棄物等」

（p9.8-1 参照）に示すとおりとなります。 

 

（
５
）
温
室
効
果
ガ
ス
等 

ア 

廃棄物の焼却に伴う温室効果ガスの排出につ

いては、搬入される廃棄物の組成によって排

出量が異なることから、廃棄物に含まれる可

燃ごみやプラスチックごみ等の割合について

必要な調査を行った上で、予測及び評価を行

うこと。 

 

組成調査からプラスチックごみ等の割合を算出

し、ごみ焼却における温室効果ガスの排出量を

予測・評価致しました。 

予測・評価の結果については、「第 9 章 調査

の結果の概要並びに予測及び評価の結果 9.9

温室効果ガス等」（p9.9-1 参照）に示すとおり

となります。 

イ 

余熱利用（熱供給及び発電）に伴う温室効果

ガスの削減量についても算定し、予測及び評

価を行うこと。 

  

余熱利用（熱供給及び発電）に伴う温室効果ガ

スの削減量を予測致しました。予測・評価の結

果については、「第 9章 調査の結果の概要並

びに予測及び評価の結果 9.9 温室効果ガス」

（p9.9-1 参照）に示すとおりとなります。 

３ 

環
境
保
全
措
置
に
つ
い
て 

（
１
）
動
物 

工事期間中に猛禽類（ハヤブサ・チョウゲン

ボウ等）の営巣が確認された場合について、

対応を明示すること。 

工事中に営巣が確認された場合の対応は、「第

9 章 調査の結果の概要並びに予測及び評価の

結果 9.7 動物」（p9.7-1 参照）に示すとおり

となります。 

 

 

 

 

 

４ 

事
後
調
査
に
つ
い
て 

（
１
）
事
後
調
査
に
つ
い
て 

工事期間が約 11 年間と長期に渡ることか

ら、予測及び評価結果を踏まえた上で、事後

調査の必要性や調査期間・頻度等について明

示すること。 

本事業の事後調査計画については、予測・評価

を踏まえ、「第 12 章 事後調査の計画」

（p12-1 参照）に示すとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


